
あらためてSNS等の使用について考える 

校長 荒谷 弘喜 

 先日実施しました学校公開・道徳授業地区公開講座には、多数の保護者の皆様に来校いただき、誠
にありがとうございました。道徳授業地区公開講座の意見交換会には、低・中・高学年、とちのみ学級

の４分科会に分かれ、学校と家庭が連携して子どもたちの心を育てることについてざっくばらんに話
すことができ、非常に有意義な時間となりました。また、意見交換会に少しでも多くの保護者の皆様
が参加できるよう、放課後子ども教室に協力いただいたことにも感謝申し上げます。 
 さて、ここのところ、本校も含め、市内外で折々に小学生のSNS等の使用に伴うトラブルについて
耳にします。SNS等の利用は、生活に便利さをもたらすツールです。その一方、使い方によっては危
険も潜在しており、利用者のモラルはもちろんのこと、未成年利用者の保護者による監督が必要不可
欠なサービスです。 
 各ご家庭でも、現在市内外で発生しているSNS等の使用に伴うトラブルについて共有していただ
き、お子さんやご家庭が気付かない間に加害者・被害者になることのないよう、一層の指導・監督を
行っていただきますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

地域運営学校 八王子市立愛宕小学校 
（HPへ） 

令和８年２月２日 

学校だより  №１０ 

校長 荒谷 弘喜 

１ 現在、市内外で発生しているSNS等の使用に伴うトラブルの事例 
 (1) SNS（（例）LINE、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、X（旧Twitter）、等） 
  〇子どもが、友達の顔写真とともにからかう歌を投稿して全世界に発信され、その後民事裁判まで

発展してしまった。 
  〇LINEを使い始めたばかりの児童が、友達同士のグループを作り、不用意な連絡や着信を繰り返し

家庭間でトラブルに発展した。 
  〇LINEによる仲間外れが発生し、情報を聞いた被害児童が学校に登校できなくなってしまい、いじ

めに発展した。 
  〇子どもが投稿者に対して人格を罵倒する書き込みを行い、保護者が法的責任（監督義務、民事）

を負うことになった。 
  〇子どもが保護者のSNSアカウントで不用意な書き込みを行い、保護者に責任が生じることになっ

た。年齢制限のあるアプリで子どもが年齢を偽ってアカウントをつくり、不用意な書き込みを行
ったことで保護者の監督責任が生じた。 

 (2) オンラインゲーム 
  〇子どもが10万円以上の課金をしてしまった（親が入力したパスワードを覚えていた）。 
  〇ゲーム中、罵倒する言葉を浴びせたことが原因で、その後家庭や学校を巻き込むトラブルに発展

した。 
２ ご家庭で確認していただくこと 
 (1) 利用しようとしているアプリケーションの利用年齢制限の確認 
   大人がSNS（オンラインゲームを含む）のサービスで何ができるのか、機能や利用規約を理解して

おく。特に利用者が未成年者である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得た上でサービスを利
用すること、利用の結果利害関係が生じた場合には、監督者である保護者が民事・刑事上の責任を
負うことなどを大人がまず確認しておくことが大切です。 

 (2) ご家庭での指導のポイント 
  〇SNS等によって子どもにどんなリスクが降りかかるのか、大人が子供と一緒にニュースを見たり、

話し合ったりする機会をもつ。 
  〇子どもが利用しているSNS等の利用規約を確認し、重要な部分を子どもに説明する。 
  〇年齢制限に満たないSNSやオンラインゲームの利用については、監督者である保護者が民事・刑事

上の責任を負うことを子どもに理解させた上で利用のルールを決め、定期的に内容を把握する。 
  〇大人がペアレンタルコントロールやフィルタリングを設定し、子どもが利用できるSNSやアプリを

制限する。 
  〇SNS等のトラブルが起きた時や起こりそうな時、子どもが大人に相談できるような信頼関係を作っ

ておく。 
  〇いじめに発展するような場合には、学校にご連絡をお願いします。 



 

 

１ 日   

２ 月 安全指導  

３ 火  委員会 

４ 水      

５ 木  保幼小連携の日 

６ 金 B時程  

７ 土  クリーン上柚木 

8 日   

９ 月 朝会 パワーアップ講習 

１０ 火 集会 クラブ 

１１ 水  建国記念の日 

１２ 木  愛宕フェスティバル前日準備（３～６年） 

１３ 金 B時程 愛宕フェスティバル 

１４ 土   

１５ 日   

１６ 月 B時程  

１７ 火 集会 みんな友達班 

１８ 水   

１９ 木  新１年生保護者説明会 

２０ 金 B時程 上柚木中学校研究発表会 

21 土   

２２ 日   

２３ 月  天皇誕生日 

２４ 火 集会 保護者会（５・６年） 

２５ 水   

２６ 木  保護者会（１・２年・とちのみ） 

２７ 金 B時程  

２８ 土   

 

SNS等に関わる参考資料 

SNS名 利用を禁じている年齢等 

LINE 
なし（18歳未満は利用できない機能がある） 

※年齢、本人確認の有無、登録情報の有無、その他、会社

が必要と判断する条件を満たした利用者に限定して提供 

Facebook 13歳未満 

Instagram 13歳未満 

YouTube 
13歳未満（親または保護者の許可があれば13歳未満の子ど

もは利用できる） 

TikTok 

13歳未満 

※ダイレクトメッセージの送受信、他のユーザーに自分の

動画のダウンロードの許可、自分の動画とのリミックス及

びデュエットの許可は16歳以上 

オンライン 

ゲーム 

利用は13歳以上。13～17歳の場合は、親権者または保護者の

許可を売る必要あり。（フォートナイトの場合） 

２月 行事予定 

生活  外で元気に遊ぼう 

給食  食事と健康のかかわりを 

知ろう 

保健  心の健康について考えよう 

今月の 
生活目標 

保護者会のお知らせ 

本年度最後の保護者会となります。年度末の 

ご多くの中ですが、多くの方のご来校をお待 

ちしております。 

◆2/24（火）１４：５０～ ５・６年 

◆2/26（木）１４：５０～ １・２年・とちのみ学級 

◆3/5（木）１４：５０～  ３・４年 

体力向上の取組について 

今年度から「持久走」「なわとび」の２つの運動を、期間

を分けて行い、体力向上をめざしています。 

 

３学期は、1/27（火）の運動委員会の集会をスタート

に2/12（木）まで、「なわとび」に取り組みます。 

 

月曜日・水曜日の中休みは友達班で集まり、上級生が

下級生に技を教えてあげたり回数を数えてあげたりし

ています。木曜日の中休みは全校で「リズムなわとび」

に取り組んでいます。 

 

なわとびがんばりカードも配布され、各自色々な技に

チャレンジしています。ご家庭でも励ましていただけた

らと思います。 

 

 

 

 

募金へのご協力ありがとうございました 

1/20～1/22の３日間、とても寒い中でしたが、代表委

員会の児童が呼びかけを頑張っていました。保護者の皆

様も募金を持たせてくださりありがとうございました。

募金額については代表委員会の集計が終わったらお知

らせいたします。 

読み聞かせ 

読み聞かせ 

学校のスマートフォンについて 

再三のお知らせとなりますが、学校のスマートフォンの

電話番号の登録をよろしくお願いいたします。 

 

０７０－１１７３－４２２７   ０７０－１１７３－４２２８ 




